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◆本資料の使い方◆ 

本資料に掲載の啓発ポスターなどは、災害時の支援及び歯科保健 

活動時に必要な場合は、ダウンロードができますので、ご活用ください。 
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災害支援・歯科保健活動時の啓発資料集 

 

災害は地震、津波、噴火、台風や豪雨による風水害などの自然災害だけでなく、 

大規模な火災や原子力事故なども含まれ、いつどこで起こるかわかりません。 

被害の大きさによっては避難所での生活を余儀なくされることになります。 

災害発生時は、まず命にかかわる救命救急への対応が優先され、歯や入れ歯の 

清掃は後回しになりがちです。 

避難所や車の中などでの避難生活が長く続き、お口の中の衛生状態が悪くなると、 

抵抗力が低い高齢者は誤嚥
ご え ん

性
せい

肺炎
は い え ん

を起こすこともあり、からだ全体の健康に大きな 

影響を及ぼします。 

まず、歯みがきなどのお口の清掃（口腔
こ う く う

ケア）を行うことが、誤嚥性肺炎の予防にも

なり「命を守る」ことにもつながります。 

また、避難所では支援物資のおやつや食品が身近に置かれるなど食生活が変化し、

子どものむし歯の多発や、歯周病の悪化に伴い糖尿病患者の症状が悪化するなどの 

報告もあります。災害時にこそ「口腔ケア」が必要です。 

 避難所等で、お口の健康を維持するための啓発チラシ、ポスターなど 

住民や関係者への情報提供として活用いただくための資料をまとめました。 

必要に応じてご活用ください。 
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活動の前に まず目を通しておきましょう 
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歯科保健活動実践例                     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

感染予防対策のために、避難所の洗面所、トイレ等に貼付して、口腔ケアや手洗い・

うがいなど普及啓発に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お口のケアの啓発＞ 

 

① 掲示の前に→ 避難所等の責任者にチラシ・ポスターを見せ、掲示してよい     

かの相談を行い、必ず了解を得ましょう。 

② 掲示期間 → 時が経つと伝えたい情報が変わってくることがあるので、 

貼りっぱなしにせず、今、伝えたいことなのかを確認します。 

③ 文  字 → 子どもや高齢者の方にも理解できるように、大きい文字で 

作成し、見やすい場所に掲示しましょう。 

④ 貼り方  → 一時的に避難所になっている建物なので、掲示物が簡単に 

はがせるように、また、はがした後が汚くならないように、 

粘着性の弱いものを使用します。（養生テープなど） 

⑤ 支援物資 → 歯ブラシなど口腔ケア用品が、支援物資として届いた避難所 

では使い方が誰にでもわかるように、ポスターや説明書を 

貼るなど、効果的に使用していただきましょう。 

 

  

  

 

チラシ・ポスターなどの掲示のポイント 

 感染予防対策 
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壁がなくても、 

お知らせができます 

他にも用途に合わせて啓発しています 

＜トイレの洗面所に肺炎予防＞ 

福岡県歯科衛生士会提供 

 

＜啓発ポスター・例＞ 
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口腔ケア用品が、支援物資として避難所に届いたら、使用目的や使用方法が、誰にで

も分かるように、ポスターや説明書を貼付し、正しく使用していただきましょう。 

 子どもや高齢者の方にも分かるように、大きい文字で掲示するよう心がけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所内に山積みの支援物資】 

 

【屋外の洗面所に置かれた洗口剤】 

 

使い方など段ボールに 

書いても良いでしょう 

＜提供された物資の使い方・例＞ 

福岡県歯科衛生士会提供 

 

何か説明が 

あればいいのに… 

 

 支援物資の使用方法 
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 啓発ポスター 
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 支援物資説明ポスター 
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忘れないで 災害時もお口ケア 


